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第１章 平成１９年度市町村地方公営企業決算の概要

はじめに

地方公共団体の行う事務は、大きく分けて一般行政事務と地方公営企業の経営の２つがあります。

一般行政事務ではその経費が基本的に税金で賄われるのに対し、地方公営企業では原則として企業経

営に伴う収入により賄われることになっています。すなわち地方公営企業は、経済性を発揮して能率

的、合理的な経営を行い、最少の経費で最良のサービスを提供する独立採算性をとることとされてい

ます。

このほど平成１９年度地方公営企業決算状況調査がまとまりましたので、その調査結果の概要につ

いてご紹介します。

１ 事業の種類と企業数

平成１９年度末現在で、県内４２市町村６一部事務組合等が経営する地方公営企業は、地方公営企

業法適用企業 （以下「法適用企業」という ）６事業５７企業、同法非適用企業（以下「法非適用※１ 。

」 。） 、 、企業 という ９事業１７１企業あり 法適用企業と法非適用企業全体では１０事業２２８企業と

前年度と比較して１企業の増加となり、ほぼ前年度並に推移しています。

※１ 「法適用企業」と「法非適用企業」

地方公営企業は特別会計を設けて運営されますが、地方公営企業法が適用されると経理方法が官庁簿記（単式簿記）と異なる複式簿記

が採用され、減価償却等の考え方が導入されて、損益計算書、貸借対照表などの財務諸表が作成されることになります。一方、法の適用

がない地方公営企業は、普通会計と同様の官庁簿記が採用されます。
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※２２ 決算規模

地方公営企業の決算規模とは、企業経営に伴う建設投資額、企業債元利償還金、人件費、材料費、

修繕費などの支出合計で、普通会計の歳出総額に相当します。

平成１９年度の決算規模は、2,409億1,300万円(対前年度比0.1%減)で、３年連続で前年度より減少

となりました。

決算規模の大きい主な事業を見ますと、下水道事業が941億4,700万円（地方公営企業全体の構成比

39.1%）で最も大きく、対前年度比0.3%減となっています。次いで病院事業が853億6,300万円（構成

比35.4%、対前年度比3.2%減 、水道事業が508億6,200万円（構成比21.1%、対前年度比7.1%増）とな）

っており、これら３事業で全体の95.6%を占めています。

また、普通会計歳出合計を100とした場合の地方公営企業決算規模の割合は32.4%で、前年度の32.6

。 、 、%から0.2ポイント下降しました これは 普通会計の歳出総額が対前年度比で0.4%増であるのに対し

地方公営企業の決算規模が対前年度比0.1%減となったためです。

※２ 決算規模

地方公営企業の決算規模とは、企業経営に伴う建設投資額、企業債元利償還金、人件費、材料費、修繕費などの支出合計で、普通会計

の歳出総額に相当します。
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３ 建設投資額

建設投資額とは、企業の経営活動に伴い発生する支出の中で、その支出の効果が１事業年度を超え

て長期にわたるもの（資本的支出）のうち、施設の整備や拡充を図るための支出（建設改良費）をい

います。

平成１９年度の建設投資額は、499億8,300万円、対前年度比23.2%減で、９年連続で前年度より減

少しています。全体の伸び率を下降させた大きな理由としては、地方公営企業の決算全体の半分以上

を占める下水道事業が、ここ数年で建設事業のピークをむかえたことが考えられます。

事業別に見ますと、下水道事業が320億5,000万円と全体の64.1%を占め、対前年度比が22.6%減とな

っています。

普通会計における普通建設事業費の伸び率が3.7%減であったのに対し、地方公営企業の建設投資額

の伸び率が23.2%減となったため、普通会計の普通建設事業を100とした場合の地方公営企業の建設投

資額の割合は41.2%と、前年度の51.7%から10.5ポイント下降しました。
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４．企業債現在高

平成１９年度末の企業債現在高は、7,807億6,800万円、対前年度比2.1%減で、２年連続で前年度よ

り減少しています。減少の主な理由として、水道、病院、下水道事業で公的資金補償金免除繰上償還

を実施したことによる影響が考えられます。

事業別では、下水道事業が5,545億7,200万円で全体の71.0%を占め、対前年度比1.0%減となってい

ます。

普通会計の地方債現在高を100とした場合の地方公営企業の企業債現在高の割合は97.0%で、前年度

の96.7%から0.3ポイント上昇しました。
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５．法適用企業の収支

法適用企業の平成１９年度の収支状況は、６事業の合計で経常損益 が7億2,000万円の黒字である※3

、 。 、 、ものの 対前年度比36.2%の減となりました 事業別に見ますと 黒字の事業が上水道25億3,000万円

公共下水道6,200万円、市場2,800万円、介護サービス5,100万円となっており、赤字の事業は、病院

19億3,400万円、観光1,600万円となっています。

黒字額が減少したのは、病院事業の経常損失が拡大したことが要因にあります。

また、全５７企業中１７企業で累積欠損金を抱えており、累積欠損金額は171億4,500万円と、前年

度より29億8,900万円増加しています。

※３ 「経常損益」 一会計期間内に属するすべての収益（経常収益）とこれに対応するすべての費用（経常費用）の差であり、

当該年度の経営成績を表す。また、経常収益／経常費用×100が「経常収支比率」となる。
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６．法非適用企業の収支

法非適用企業の平成１９年度の収支の状況は、全事業合計で実質収支 が28億1,200万円の黒字で※４

あるものの、対前年度比8.9%の減となりました。

黒字額が減少した主な理由として、簡易水道、下水道事業で公的資金補償金免除繰上償還を実施し

た影響により、地方債償還金が前年度より増加したことが考えられます。

※４ 「実質収支」 歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を控除した決算額。



【「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」による資金不足比率の状況】

※

県内地方公共団体の公営企業会計（計１８１会計）において、資金不足額の発生した会計はありません。

○資金不足比率の算定方法

・資金不足額（法適用企業）＝

・資金不足額（法非適用企業）＝

宅地造成事業を行う公営企業については、土地の評価に係る流動資産の算定に関する特例があります

・事業の規模（法適用企業）＝営業収益の額－受託工事収益の額

・事業の規模（法適用企業）＝営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額

指定管理者制度（利用料金制）を導入している公営企業については、営業収益の額に関する特例があります

※ 宅地造成事業のみを行う公営企業の事業の規模については「事業経営のための財源規模」（調達した資金規模）を示す資本費及び負債の合計額とな
ります

※

＜概要＞

解消可能資金不足額とは、事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金不足額が生じる等の事情がある場合において、資金の不足額から控除
する一定の額

※

※

※

事業規模

資金不足額

資金不足額は、地方公営企業法の規定を適用している特別会計及び地方財政法第6条に規定する政令で定める公営企業のうち法非適用企業（駐車場
事業・介護サービス事業等は対象外）を対象に特別会計単位で算定するため、地方公営企業決算状況調査の対象事業数とは異なります。

　平成２０年度より「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が一部施行され、公営企業を経営する地方公共

団体は、毎年度、公営企業会計ごとに資金不足比率（資金不足額の事業規模（料金収入等）に対する比率）を算定

し、監査委員の審査に付した上で議会に報告し公表しなければならないとされました。

　平成２１年度からは、資金不足比率が経営健全化基準（２０％）以上となった場合には、経営健全化基準以上と

なった要因分析や、経営健全化基準未満とするための方策等を内容とした経営健全化計画の策定が義務づけられ、

経営健全化基準未満とすることが求められます。

（流動負債＋建設改良費以外の財源に充てるために起こした地方債の現在高－流動資産）－解消可能資金不足
額）

（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費以外の財源に充てるために起こした地方債の現在高）－
解消可能資金不足額

＝資金不足比率（％）

平成19年度決算による資金不足比率
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